
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】  構造物における並列ケーブルの振動を抑
制しかつ減衰させるための制振方法であって、前記並列
ケーブルを構成している各ケーブルを把持する把持部ど
うしを連結部により一体化することでそれらケーブルど
うしを所定間隔を保持して連結するとともに、前記把持
部の内面とケーブルの表面との間に把持部に対するケー
ブルの相対回転を摩擦抵抗を与えつつ許容する摩擦部材
を介在させ、ケーブルが把持部に対して相対回転する際
に生じる前記摩擦部材の摩擦抵抗力によりケーブルの制
振を行なうことを特徴とする並列ケーブルの制振方法。
【請求項２】  構造物における並列ケーブルの振動を抑
制しかつ減衰させるための制振方法であって、前記並列
ケーブルを構成している各ケーブルを把持する把持部ど
うしを連結部により一体化することでそれらケーブルど

うしを所定間隔を保持して連結するとともに、前記把持
部の内面とケーブルの表面との間に把持部に対するケー
ブルの相対回転を粘性抵抗を与えつつ許容する粘性流体
を封入し、ケーブルが把持部に対して相対回転する際に
生じる前記粘性流体の粘性抵抗力によりケーブルの制振
を行なうことを特徴とする並列ケーブルの制振方法。
【請求項３】  構造物における並列ケーブルの振動を抑
制しかつ減衰させるための制振装置であって、前記並列
ケーブルを構成している各ケーブルをそれぞれ把持する
ように装着される把持部と、それら把持部どうしを一体
化することでケーブルどうしを所定間隔を保持して連結
する連結部と、前記把持部の内面と前記ケーブルの表面
との間に介在して把持部に対するケーブルの相対回転を
摩擦抵抗を与えつつ許容する摩擦部材とを有してなるこ
とを特徴とする並列ケーブルの制振装置。
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【請求項４】  構造物における並列ケーブルの振動を抑
制しかつ減衰させるための制振装置であって、前記並列
ケーブルを構成している各ケーブルをそれぞれ把持する
ように装着される把持部と、それら把持部どうしを一体
化することでケーブルどうしを所定間隔を保持して連結
する連結部と、前記把持部の内面と前記ケーブルの表面
との間に封入されて把持部に対するケーブルの相対回転
を粘性抵抗を与えつつ許容する粘性流体とを有してなる
ことを特徴とする並列ケーブルの制振装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】本発明は、並列ケーブルを用いて
構築される各種構造物における並列ケーブルの制振方法
および装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】ケーブルを用いて構築される構造物の代
表的なものとして斜張橋が広く知られている。斜張橋は
たとえば図１０に示すように、主塔ａから傾斜状態で張
設された多数のケーブルｃによって橋桁ｂを懸垂支持す
る形態のものである。
【０００３】ところで、上記のような斜張橋において
は、図示例のもののように２本のケーブルｃ，ｃを並列
させて一組の並列ケーブルとして用いることがあるが、
そのように２本のケーブルｃ，ｃをケーブル径の３倍程
度の距離で接近させた状態で並列させた場合、それら並
列ケーブルが横風を受けると風下側に位置しているケー
ブルｃが大きく振動してしまうという、いわゆるウェイ
クギャロッピング現象が生じることがある。
【０００４】このため、従来より、ウェイクギャロッピ
ングの発生を防止するべく、たとえば並列している２本
のケーブルｃ，ｃどうしをスペーサにより緊結してそれ
らの相対的な変位を拘束するようにしたり、あるいは、
各ケーブルｃを主塔ａや橋桁ｂに対して油圧ダンパー等
を介して変位を拘束するとともに振動減衰を図ったり、
さらには複数組の並列ケーブルどうしをワイヤーにより
連結すること等が試みられている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記の
ような手法では、いずれもウェイクギャロッピング現象
の発生を必ずしも有効に防止できないばかりか、構造が
複雑となって信頼性や耐久性に欠けるものであったり、
意匠的に好ましくないものとなるといった不具合があっ
て必ずしも有効なものではなく、広く採用されるには至
っていない。
【０００６】本発明は上記事情に鑑みてなされたもの
で、その目的とするところは、斜張橋等の構造物におけ
る並列ケーブルの振動、特にウェイクギャロッピング現
象を有効に抑制しかつ減衰させ得る有効な手段を提供す
ることにある。
【０００７】

【課題を解決するための手段】請求項１の発明は、構造
物における並列ケーブルの振動を抑制しかつ減衰させる
ための制振方法であって、前記並列ケーブルを構成して
いる各ケーブルを把持する把持部どうしを連結部により
一体化することでそれらケーブルどうしを所定間隔を保
持して連結するとともに、前記把持部の内面とケーブル
の表面との間に把持部に対するケーブルの相対回転を摩
擦抵抗を与えつつ許容する摩擦部材を介在させ、ケーブ
ルが把持部に対して相対回転する際に生じる前記摩擦部
材の摩擦抵抗力によりケーブルの制振を行なうことを特
徴とするものである。
【０００８】請求項２の発明は、請求項１の発明におけ
る摩擦部材に代えて、前記把持部の内面とケーブルの表
面との間に把持部に対するケーブルの相対回転を粘性抵
抗を与えつつ許容する粘性流体を封入し、ケーブルが把
持部に対して相対回転する際に生じる前記粘性流体の粘
性抵抗力によりケーブルの制振を行なうことを特徴とす
るものである。
【０００９】請求項３の発明は、上記請求項１の発明の
制振方法により構造物における並列ケーブルの振動を抑
制しかつ減衰させるための制振装置であって、前記並列
ケーブルを構成している各ケーブルをそれぞれ把持する
ように装着される把持部と、それら把持部どうしを一体
化することでケーブルどうしを所定間隔を保持して連結
する連結部と、前記把持部の内面と前記ケーブルの表面
との間に介在して把持部に対するケーブルの相対回転を
摩擦抵抗を与えつつ許容する摩擦部材とを有してなるこ
とを特徴とするものである。
【００１０】請求項４の発明は、上記請求項２の発明の
制振方法により構造物における並列ケーブルの振動を抑
制しかつ減衰させるための制振装置であって、上記請求
項３の発明の制振装置における摩擦部材に代えて、前記
把持部の内面と前記ケーブルの表面との間に封入されて
把持部に対するケーブルの相対回転を粘性抵抗を与えつ
つ許容する粘性流体とを有してなることを特徴とするも
のである。
【００１１】
【作用】本発明における把持部および連結部は、並列ケ
ーブルを構成している各ケーブルどうしを連結してそれ
らの間隔を保持しかつ鉛直方向の相対変位を抑制するた
めのスペーサとして機能する。そして、本発明において
は、各ケーブルは把持部に対して摩擦部材あるいは粘性
流体を介して相対回転が許容された状態で把持されてい
るので、並列ケーブルに横風等の外力が加わって各ケー
ブルが振動する際にはケーブルが把持部に対して相対回
転しようとするが、その際には、摩擦部材による摩擦抵
抗力あるいは粘性流体による粘性抵抗力がケーブルの回
転を抑制する力としてケーブルに作用する。したがって
ケーブルの振動は速やかに減衰させられ、ウェイクギャ
ロッピング現象の発生等が有効に抑制される。
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【００１２】
【実施例】以下、本発明の実施例を図面を参照して説明
する。図１～図３は第１実施例の制振装置の概略構成を
示すものである。本第１実施例の制振装置は、並列ケー
ブルを構成している２本のケーブル１，１に取り付けら
れてその制振を行なうもので、各ケーブル１を把持する
把持部２、１組の把持部２，２どうしを一体化する連結
部３…、把持部２とケーブル１との間に介装される摩擦
部材４とにより構成されている。
【００１３】把持部２は例えば鋼材を加工して形成され
たもので、ケーブル１の外径よりやや大径の内径寸法を
有する一対の半割筒状体２ａ，２ａにより構成され、そ
れら半割筒状体２ａ，２ａの双方のフランジ２ｂ，２ｂ
を突き合わせて締結されることでケーブル１を把持する
状態で装着されるものである。半割筒状体２ａ，２ａど
うしの締結および把持部２，２どうしの連結は、図３に
示すように、突き合わせた双方のフランジ２ｂ，２ｂに
連結部３…の端部を貫通させ、それら連結部３…に螺着
したナット５…によりフランジ２ｂ，２ｂを両側から挟
み込んで絞め付けることで行なうようになっている。
【００１４】連結部３は両端部に上記ナット５が螺着さ
れるネジ部を有する例えば鋼製の棒状体であって、４本
が１組として用いられて上記のように１組の把持部２，
２を一体化するものとされている。これら連結部３…の
長さ寸法はケーブル１，１間の間隔に対応して予め設定
されているが、連結部３…に対するナット５…の螺着位
置を調節することでケーブル１，１間隔を容易に調節で
きるものとなっている。
【００１５】一方、ケーブル１の表面にはケーブル表面
の被覆材（通常はポリエチレン材）を保護するための例
えば薄鋼板からなる保護材６が巻回され、その表面に例
えばカーボン焼結体あるいはアスベスト等の摩擦材料を
素材とする上記の摩擦部材４が装着されて接着等により
固定され、その摩擦部材４を外側から締め付ける形態で
上記の把持部２がケーブル１に装着されるようになって
いる。そして、本実施例の制振装置においては摩擦部材
４の表面と把持部２の内面との接触面が滑り面となっ
て、ケーブル１はその滑り面で生じる摩擦抵抗力を受け
つつも把持部２に対する相対回転が許容されるようにな
っている。
【００１６】したがって、上記構成の制振装置が取り付
けられた並列ケーブルが例えば横風等の外力を受けて双
方のケーブル１，１が図４に示す如く互いに逆方向に変
位するような逆位相振動を生じた場合、各ケーブル１は
把持部２に対して相対回転しようとするが、その際に滑
り面において摩擦抵抗力が生じ、その結果、ケーブル１
の振動エネルギーはその摩擦抵抗によるエネルギー散逸
作用により散逸してしまってケーブル１の振動は速やか
に減衰させられることになる。このため、本制振装置を
取り付けた並列ケーブルにおいては特にウェイクギャロ

ッピング現象の発生を有効に抑制でき、かつ、その発現
風速を大幅に高めることができるものである。そして、
本実施例の制振装置は、いわば並列ケーブルのスペーサ
に制振機能を持たせたものであるから、構造が極めて簡
単で安価にできるとともに保守が面倒になることもない
し、美観を損ねることもない。
【００１７】なお、摩擦部材４がケーブル１の相対回転
に対して与える摩擦抵抗力すなわちこの制振装置がケー
ブル１に与える減衰力Ｆは、摩擦部材４と把持部２との
間の動摩擦係数μ、それらの接触面積Ａ、および把持部
２によるケーブル１に対する締付力Ｎにより決定され、
それらの間には
Ｆ＝μＮＡ
なる関係が成立つ。したがって上記のμ，Ｎ，Ａの値を
調節することでこの制振装置の減衰力Ｆを自由に調節す
ることができる。そこで、本実施例においては、図３に
示すようにフランジ２ｂ，２ｂ間に必要に応じて隙間調
整用のスペーサ７を介装したり、あるいはそのスペーサ
７の厚みや枚数を調節することで半割筒状体２ａ，２ａ
どうしの締結力を調整したり、ナット５とフランジ２ｂ
との間に皿バネあるいはスプリングワッシャ等の調整バ
ネ８を介装させてそのバネ力を調節することで、ケーブ
ル１に対する締付力Ｎを調整して減衰力Ｆの大きさを調
節するようにしている。勿論、把持部２の内面や摩擦部
材４の表面にたとえば凹凸や突起を設ける等によりそれ
らの表面粗さや平坦度を調整したり、把持部２の長さ寸
法を増減することで把持部２と摩擦部材４の接触面積Ａ
を増減することによっても減衰力Ｆを調節し得る。
【００１８】また、本実施例の制振装置の等価減衰定数
をｃe 、減衰力をＦ、制振対象のケーブル１の角固有振
動数をωn 、制振装置の振幅をδとすると
ｃe ＝４Ｆ／πωn δ
に関係が成立つ。つまり、この制振装置では、ケーブル
１の角固有振動数ωn や振幅δが大きいほど大きな減衰
力Ｆが必要である。
【００１９】図５は本実施例の制振装置の有効性を実証
するために行なったシミュレーション結果を示すもので
あって、全長１００ｍの並列ケーブルの両端から１０ｍ
の位置にそれぞれ本実施例の制振装置を取り付けた場合
における減衰係数ｃとモード減衰ξの関係を表すもので
ある。従来一般の油圧ダンパー等を用いて同一条件でケ
ーブル１を制振する場合に得られるモード減衰ξの値は
理論的に０．０５程度で限界となるが、本実施例の制振
装置では減衰係数ｃを０．３程度以上とすることで従来
一般の油圧ダンパーを用いる場合より優れたモード減衰
ξの値が得られることがわかる。
【００２０】なお、摩擦部材４の素材やその形態は種々
設計的な変更を行ない得るものであり、たとえば摩擦部
材４をケーブル１に対して固定することに代えて把持部
２の内面側に固定することでも良い。また、把持部２と
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連結部３とは並列ケーブルのスペーサとしての機能を有
するものとすれば良いので、ケーブル１に対して装着で
きる形態である限りにおいて適宜の設計的な変更が可能
であり、たとえば図６に示すような変形例が考えられ
る。図６に示す変形例の制振装置は、把持部２０を半割
筒状体２０ａ，２０ａから構成するとともに、それぞれ
の把持部２０，２０における一方の半割筒状体２０ａ，
２０ａを板状の連結部３０および補強リブ３１と一体成
形しておき、半割筒状体２０ａ，２０ａのフランジ２０
ｂ，２０ｂどうしおよび連結部３０，３０どうしをボル
ト・ナット３２により締結するようにしたものである。
【００２１】以上で本発明の第１実施例を説明したが、
次に図７～図９を参照して第２実施例を説明する。上記
第１実施例の制振装置は、把持部２とケーブル１との間
に介装した摩擦部材４の摩擦抵抗力を減衰力として利用
するものとしたが、本第２実施例の制振装置は、それに
代えて、粘性流体の粘性抵抗を減衰力として利用するよ
うに構成したものである。
【００２２】すなわち、本第２実施例の装置では、ケー
ブル１の表面に保護用の内ケース１１を装着するととも
に、その外側に一対の半割筒状１２ａ，１２ａから構成
される把持部１２を、内ケース１１との間に所定間隔を
確保しかつその両端位置に配したベアリング１３，１３
によってケーブル１に対して相対回転自在に保持し、そ
れら内ケース１１、把持部１２、双方のベアリング１
３，１３により囲まれて形成される封入室１４内に例え
ばシリコンオイル等の粘性流体１５を封入するととも
に、ベアリング１３，１３の外側に粘性流体１５の漏出
を防止するための蓋体１６，１６をシール用Ｏリング１
７…を介して装着した構成のものである。
【００２３】本第２実施例の制振装置においても、把持
部１２，１２どうしをフランジ１２ｂ，１２ｂを介して
連結部１８…により一体化することでそれら把持部１
２，１２と連結部１８…がケーブル１，１間隔を保持す
るスペーサとして機能する。そして、並列ケーブルを構
成している２本のケーブル１，１が逆位相振動を生じた
場合、第１実施例の場合と同様に各ケーブル１は把持部
１２に対して相対回転しようとするが、その際に粘性流
体１５に生じる粘性抵抗力が内ケース１１を介してケー
ブル１に作用し、その結果、ケーブル１の振動エネルギ
ーがその粘性抵抗によるエネルギー散逸作用により散逸
してしまってケーブル１の振動は速やかに減衰させられ
るものであり、したがってウェイクギャロッピング現象
の発生を有効に抑制できるものである。しかも、本第２
実施例の場合においては、ケーブル１の振動振幅が小さ
くても有効に減衰力Ｆが作用するとともに、振動振幅が
大きくなるほど減衰力Ｆが大きくなるから、微小振動か
ら大振動まで広範囲にわたって制振効果を得ることがで
きる。
【００２４】なお、本第２実施例の制振装置における粘

性抵抗力すなわちケーブル１に作用する減衰力Ｆは、粘
性流体１５の粘性係数、粘性流体１５が封入される封入
室１４における内ケース１１と把持部１２内面との間の
隙間の大きさ、および封入室１４の表面積により決定さ
れるから、粘性流体１５の種類を選択したり各部の寸法
を調節してそれらの値を調節することで所望の減衰力Ｆ
を得ることができる。また、必要に応じて、封入室１４
内に粘性抵抗を増大させるための抵抗体たとえば穴明板
等を配置することも考えられる。勿論、粘性流体１５を
封入するためのシール機構の構成は適宜変更が可能であ
るし、粘性流体１５を封入しつつケーブルを相対回転さ
せることができる場合にはベアリング１３を省力するこ
とも可能である。
【００２５】また、上記第１、第２実施例はいずれも斜
張橋における２本のケーブルからなる並列ケーブルを制
振対象としたが、本発明は斜張橋に限らずケーブルを用
いて構築される構造物全般に適用できることはもとよ
り、３本以上の並列ケーブルに対しても同様に適用でき
るものである。
【００２６】
【発明の効果】以上で説明したように、本発明の制振方
法および制振装置は、把持部と連結部とにより並列ケー
ブルのスペーサとしての機能を有するとともに、ケーブ
ルを把持する把持部とケーブルとの間に、摩擦抵抗を与
えつつ相対回転を許容する摩擦部材や、粘性抵抗を与え
つつ相対回転を許容する粘性流体を封入する構成である
から、ウェイクギャロッピング現象等によるケーブルの
逆位相振動を有効に抑制、減衰させることができ、しか
も、構造が簡単で安価にできかつ美観を損ねることもな
いという効果を奏し、斜張橋等のケーブル構造物等にお
ける並列ケーブルを制振するために適用して好適であ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施例である制振装置の概略構成
を示す正面図である。
【図２】同、平面図である。
【図３】同、要部拡大図である。
【図４】同制振装置が逆位相振動を生じた状態を示す図
である。
【図５】同制振装置を装着した並列ケーブルの振動解析
結果を示す図である。
【図６】同制振装置の変形例を示す正面図である。
【図７】本発明の第２実施例である制振装置の概略構成
を示す正面図である。
【図８】同、要部拡大側断面図である。
【図９】同、要部拡大正断面図である。
【図１０】斜張橋の一例を示す図である。
【符号の説明】
１  ケーブル
２  把持部
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３  連結部
４  摩擦部材
１２  把持部
１５  粘性流体

１８  連結部
２０  把持部
３０  連結部。

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】 【図６】

【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】
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